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●老人保健（医療）制度の改正

●平成12年度上半期町の財政状況報告
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●壬生高生の職場体験学習報告
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7o歳la上の皆さんへ　老人保健（医療）制度の改正

平成13年!‥月１日から‥

　国民健康保険などの医療保険に加入している方が、70歳（-定の障害のある方は65歳）以上になる

と「老人保健」という制度でお医者さんにかかることになります。この制度は、高齢者の方がお医者

さんにかかるときの費用負担を軽減し、安心して医療を受けられるようにするための制度です。しか

し、急速に高齢化社会が進むなか、老人医療費は急増の一途を追っており、老人保健制度の運営は非

常に厳しい状況となっております。このようななか、国の医療保険制度改正関連法が成立し、以下の

ように老人保健（医療）制度の改正が行われました。

　今まで、高齢者が医療を受けたときの一部負担は「１日いくら」（定額）でしたが、平成13年１月

１日から「かかった医療費の士割負担」（定率）に変わります。ただし、高齢者にとって負担になり

過ぎないように１か月の負担額には上限（限度額）があります。

外　来　の　場　合

　外来でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用（一部負担金）の限度額は、次のようになり

ます。

☆診療所（病床が19床未満）及び病院（病床が2oo床未満の医療機関）

ひとつの診療所・病院ごとに

　１か月3,000円を限度に負担

診療所によっては１日800円の

　定額負担の場合もあります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（↓か月に４回（3､200円）を限度に負担）

○薬を院外（薬局）で処方する診療所、病院の場合

　診療所及び病院に１割（月額上限1､500円）、薬局に１割（月額上限1､500円）をそれぞれ支払い

　ます。

　また、定額負担の場合は、薬局での負担はありません。

☆病院（病床が2oo床以上の医療機関・町内では謁協医科大学病院のみです）

１か月5,000円を限度に負担

○薬を院外（薬局）で処方する病院の場合

　病院に１割（月額上限2,500円），薬局に１割（月額上限2,500円）をそれぞれ支払います。
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入院したときに自分で支払う費用（一部負担金）の限度額は、次のようになります。

○入院一部負担金（自己負担）の限度額

一般加入者 月額上限37,200円

住民税非課税世帯等 月額上限24,600円

住民税非課税世帯等で老齢福祉年金受給者 月額上限15,000円

長期特定疾病患者 月額上限10,000円

○入院した時の食事代（医療費とは別に定額の自己負担分を支払います）

一般加入者 １日当たり780円

住民税
非課税世帯等

90日までの入院 １日当たり650円

過去１年の入院日数が90日を超える入院 １日当たり500円

住民税非課税世帯等で老齢福祉年金受給者 １日当たり300円

※住民税非課税世帯等の人は、「認定証」が必要ですので、町福祉課

　に申請してください。

令高齢者の方の医療費が入院により高額になったとき
　ﾌﾟﾌﾟ竺言こ訟二‰

に

Uしコ回ここに3o,oooヤハ巾ﾄ皿≒

等は21,000円）以上の場合，患者負担分を合算して，自己負担額の37,200円（住民税非課税世帯等24，

600円）を超えた分か，高額医療費として支給されます。

(例)同じ世帯内の老人医療受給者Ａ男さんが30,000円，Ｂ子さんが32,000円の医療費を支払った場合

Ａ男さん　30,000円　十　Ｂ子さん　32,000円

　　目

世帯合算　62,000円

３７，２００円

自己負担分

　　24,800円

高額医療費として支給

老人訪問看護を利用したとき

　老人訪問看護を利用したときは、かかった費用の１割を負担します。１か月に3､000円を限度とし

ます。施設によっては、１日につき600円（１か月５回まで）の定額負担の場合もあります。

問合せ先　町民生部福祉課医療保険係き81 －1832



状況報

歳入犬

科目と予算額

月込
口

(平成12年９月30目現在)

二三□予算現額

ニコ上半㈱入咳錫

収入済額63億3,372万7千円
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　町では、皆さんに町の財政状況を正しく理解

していただくとともに、納められた税金や国・

県支出金がごのように使われこいるかを知って

いただくために、「財政状況の公表に関する条

例」に基づき、年２回（６月・12月号広報）財

政状況を公表しこいます。

　今回は、平成12年度上半期（平成12年４月１

日～９月30日）の収入と支出の状況についてお

知らせしま雅。

(収入率59.9％)

　　20
30 40 50億

47億447万1千円

　地方交付税

27億246万2千円

　　町債　　　　｀a.゛ぶI゛.jj

2億5,870万円

国庫支出金　　胆朧朧……………゛-

5億1,621万2千円

　　県支出金

　5億434万円

　　繰越金

3億2,263万3千円

　　繰入金

1億2,000万3千円

　　　3億円

　　　諸収入

2値3,778万4千円

使用料及び手数料

1億4,797万8千円

　　1億6,000万円

自動車取得税交付金

　　　　1億円

　　　財産収入

　　951万9千円

　分担金及び負担金

　　9,214万5千円

　地方特例交付金

　1億7,093万4千円

ゴルフ場利用税交付金

　　　5,000万円

　　利子割交付金

　　9,000万円

交通安全対策特別交付金

　　　1,000万円

　　　寄附金

　　7,100万2千円

特別地方消費税交付金

　　　1千円

5億3,036万8千円

3,519万1千円

ｦt

,573万4千円

－5,128万8千円

固

4,122万3千円

147万円

F

1,443万1千円
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1億7,093万4千円

2,070万円

11

6,310万円

462万2千円

1

7,113万4千円
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諸支出金

　3千円

災害復旧費

1,385万円

　予備費

1,741万9千円

　労働費

1,705万9千円

　議会費

1億5,513万円

　　商工費

3億7,791万2千円

　農林水産業費

4億8,903万8千円

　　消防費

6億4,174万3千円

　　衛生費

8億9,990万6千円

　　公憤費

11億3,581万1千円

　　教育費

13億3,230万4千円

　　総務費

13億151万9千円

　　民生費

17億1,919万9千円

　　土木費

24億6,729万1千円

　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜30　　　　　　　　20　　　　　　　　10 嘸出_｡._.

支出済額37億7,249万9千円（執行率35.7％）
F1日と才澗L訓
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さ
れ
方
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歳
出
予
算
の
内
容
は
、
そ
の
目
的
ご

と
に
款
と
呼
ば
れ
る
区
分
で
計
上
さ
れ

て
い
ま
す
。
主
な
款
が
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
し

ま
す
。

Ｏ
総
務
費

　
他
の
事
業
・
事
務
の
増
減
に
特
に
関

係
な
く
、
通
常
必
要
と
さ
れ
る
経
費
で
、

本
庁
舎
・
出
先
機
関
等
の
維
持
管
理
に

要
す
る
経
費
や
全
般
的
な
管
理
事
務
、

企
画
調
整
事
務
、
財
政
・
財
務
管
理
に

要
す
る
経
費
等
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
民
生
費

　
住
民
が
一
定
水
準
の
生
活
と
安
定
し

た
社
会
生
活
を
保
障
す
る
の
に
必
要
な

経
費
で
、
具
体
的
に
は
社
会
福
祉
、
身

体
障
害
者
、
高
齢
者
、
児
童
福
祉
、
生

活
保
護
及
び
災
害
救
助
関
係
の
経
費
等

が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｏ
衛
生
費

　
住
民
が
健
康
で
衛
生
的
な
生
活
環
境

を
保
持
す
る
た
め
の
経
費
で
、
健
康
増

進
・
医
療
の
充
実
及
び
環
境
の
保
全
等

に
要
す
る
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｏ
農
林
水
産
業
費

　
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
各
種
支

援
・
補
助
や
生
産
基
盤
の
整
備
に
要
す

る
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
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